
はじめに
会社法は、831条1項1号で、株主
等は、株主総会等の招集の手続又は決
議の方法が法令若しくは定款に違反
し、又は著しく不公正なときは、訴え
をもって決議の取消しを請求すること
ができる旨を規定し、同条2項で、株
主総会等の招集の手続又は決議の方法
が法令又は定款に違反するときであっ
ても、裁判所は、その違反する事実が
重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼ
さないものであると認めるときは、1
項の規定による請求を棄却することが
できると規定しています。今回は、株
主総会等の決議の取消しが争点となっ
た事例をご紹介いたします。

Ⅰ．準共有株式に係る議決
権行使

平24．6．22○○地裁（TAINS未収録）
（棄却）
平24．11．28東京高裁（Ｚ999‐5390）
（原判決取消し・控訴人の請求認容）
平27．2．19最高裁（Ｚ999‐5316）（棄
却）（確定）
1．事案の概要
本件は、上告人（被控訴人で特例有
限会社）の株式を相続により取得した
被上告人（控訴人。本件相続に係る遺
産の分割は未了であり、本件株式は、
被上告人とＢが法定相続分である各2
分の1の割合で共同相続した。）が、
上告人の平成22年11月11日に開催され
た臨時株主総会の決議（本件各決議）
は、会社法106条《共有者による権利
の行使》の規定に基づく、権利を行使
する者の指定及び通知を欠いたままＢ
により準共有株式の全部についての議
決権の行使がされたものであり、決議
の方法等につき法令違反があると主張
して本件各決議の取消しを請求する訴
えです。
被上告人の上記請求は、地裁では棄
却されましたが、高裁で認容された
為、上告人が上告しました。
2．最高裁判所の判断
会社法106条本文の規定に基づく権
利を行使する者の指定及び通知を欠い
たまま当該株式についての権利が行使
された場合において、当該権利の行使

が民法の共有に関する規定に従ったも
のでないときは、株式会社が同条ただ
し書の同意をしても、当該権利の行使
は、適法となるものではないと解する
のが相当である。そして、共有に属す
る株式についての議決権の行使は、特
段の事情のない限り、株式の管理に関
する行為として、民法252条《共有物
の管理》本文により、各共有者の持分
の価格に従い、その過半数で決せられ
るものと解するのが相当である。
本件議決権行使は会社法106条本文

の規定に基づく指定及び通知を欠いた
ままされたものであるところ、本件議
決権行使の対象となった議案は、取締
役の選任等であり、これらが可決され
ることにより直ちに本件準共有株式が
処分され、又はその内容が変更される
などの特段の事情は認められないか
ら、本件議決権行使は、本件準共有株
式の管理に関する行為として、各共有
者の持分の価格に従い、その過半数で
決せられるものというべきである。
本件議決権行使は、各共有者の持分

の価格に従いその過半数で決せられて
いるものとはいえず、民法の共有に関
する規定に従ったものではないから、
上告人がこれに同意しても、適法とな
るものではない。

Ⅱ．深夜の電子メールによ
る招集手続

平29．4．13東京地裁（地裁、高裁と
もにＺ999‐6156に収録）（棄却）
平29．11．15東京高裁（棄却）（確定）
1．事案の概要
本件は、Ｌ社（被告・被控訴人）の

代表取締役の地位にあったＸ（原告・
控訴人）が、平成27年7月28日に開催
されたＬ社の取締役会（本件取締役
会）におけるＸを代表取締役から解職
する旨の決議（本件決議）は、招集通
知が、平成27年7月27日午後11時23分
にＬ社の社内において割り当てられて
いる各メールアドレスにあてて電子メ
ールにより送信されたもので、適法な
招集通知が行われなかった瑕疵により
無効であると主張して、本件決議の無
効確認を求める事案です。
2．裁判所の判断
Ｘは、自らパソコンを操作すること

がなく、Ｌ社において割り当てられて
いたメールアドレスに電子メールが送
信されることがなかった等の事情を総
合考慮すると、本件において、本件メ
ールが上記アドレスに係るメールサー
バに記録されたことをもって、Ｘの了
知可能な状態に置かれた（支配圏内に
置かれた）ということはできない。し
たがって、本件取締役会の招集手続に
は法令違反の瑕疵があるというべきで
ある。
本件取締役会には、Ｘを除く取締役
ら全員が出席しており、その出席した
取締役らのうち棄権した者を除く全員
の賛成をもって本件決議が成立してい
ること等によれば、ＸがＬ社の取締役
会において相当に強い影響力を有して
いたことなどを考慮しても、Ｘが本件
取締役会に出席してもなお本件決議の
結果に影響がないと認めるべき特段の
事情があるというべきである。したが
って、前記の瑕疵は決議の効力に影響
がないものとして、本件決議は有効に
なるというべきである。
Ⅲ．先行の理事選出選挙の取
消しと後任理事を選出す
る後行の選挙の効力

平30．12．11広島高裁（TAINS未収
録）（却下）
令2．9．3最高裁（Ｚ999‐6164）（破
棄差戻し）
1．事案の概要
本件は、事業協同組合（被上告人）
の組合員である上告人が、被上告人の
理事等を選出する本件選挙1等の取消
しを求めるとともに、上記取消しの判
決の確定を条件に、本件選挙1で選出
された理事（理事会）が招集決定した
総会において行われた被上告人の理事
等を選出する選挙（本件選挙3等）の
不存在確認を求める事案です。
原審は、本件選挙1が取り消される
ものであるか否かにかかわらず事実審
の口頭弁論終結時において本件選挙3
等は適法であったのであるから、本件
選挙1の取消しを求める訴えの利益が
あるとはいえないこと、本件選挙3等
の不存在確認を求める訴えは、過去の
法律関係の不存在について停止条件付
きで確認を求める訴えであり不適法で

あるとして、上告人の訴えを却下しま
したが、最高裁判所は次のように判断
し、原判決を破棄し、本件選挙1の取消
事由の存否等について更に審理を尽く
させるため、原審に差し戻しました。
2．最高裁判所の判断
事業協同組合の理事を選出する選挙
の取消しを求める訴えの係属中に、後
行の選挙が行われ、新たに理事又は監
事が選出された場合であっても、理事
を選出する先行の選挙を取り消す旨の
判決が確定したときは、先行の選挙は
初めから無効であったものとみなされ
るのであるから、その選挙で選出され
た理事（理事会）が招集した総会にお
いて行われた新たに理事又は監事を選
出する後行の選挙は、いわゆる全員出
席総会においてされたなどの特段の事
情がない限り、瑕疵があるものといわ
ざるを得ない。そして、上記の取消し
を求める訴えのような形成の訴えは、
上記の取消しを求める訴えと併合され
た訴えにおいて、後行の選挙について
上記の瑕疵が主張されている場合に
は、理事を選出する先行の選挙が取り
消されるべきものであるか否かが後行
の選挙の効力の先決問題となり、その
判断をすることが不可欠であって、先
行の選挙の取消しを求める実益がある
というべきである。
本件は、本件選挙1の取消しを求め
る訴えに、本件選挙1が取り消される
べきものであることを理由とする本件
各不存在確認請求に係る訴えが併合さ
れており、上記特段の事情はうかがわ
れない。また、このように併合されて
いる本件各不存在確認請求に係る訴え
が、本件選挙1を取り消す旨の判決の
確定を条件としているからといって不
適法であるとはいえない。

おわりに
TAINSでは、条文番号で検索する
こともできます。上記判決等を検索す
る場合は、〔細かい条件を指定して検
索〕→【TAINSキーワード】に「会社
法831」と入力して検索してください。

TAINSの入会に関するお問い合
わせは、データベース事務局へ
TEL 03‐5496‐1195
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